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市
民
ク
ラ
ブ

行
財
政
改
革

 

職
員
定
数
削
減
と
人
件
費
の
抑
制
策
に

よ
る
こ
れ
ま
で
の
行
財
政
改
革
に
よ
り
、
市

自
ら
が
不
安
定
な
雇
用
を
作
り
出
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
景
気
や
雇
用
、
可
処
分
所
得
に

も
た
ら
し
た
影
響
等
の
総
括
を
行
い
、
新
た

な
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
策
定
に
取
り
組
む
べ

き
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
証
及
び
新

た
な
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
策
定
の
基
本
的
な

考
え
方
を
伺
い
た
い
。

 

第
４
次
行
政
改
革
で
は
、
業
務
の
民
間

委
託
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
、
職
員
給

与
制
度
の
適
正
化
等
に
努
め
て
き
た
。
現
在

の
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
で
は
、
職
員
数
や
経

費
の
削
減
と
あ
わ
せ
て
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
や
事
務
効
率
化
等
に
よ
る
業
務
の
質
の

向
上
に
努
め
て
き
て
い
る
。

　
平
成
28
年
度
か
ら
の
新
た
な
行
財
政
改
革

プ
ラ
ン
で
は
、
引
き
続
き
経
費
の
削
減
に
向

け
た
取
り
組
み
と
、
削
減
さ
れ
た
経
費
や
職

員
を
新
た
な
行
政
課
題
へ
の
対
応
等
に
充
て

る
と
と
も
に
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
や
業
務
の
質

を
向
上
さ
せ
る
取
り
組
み
を
進
め
る
。

斜
面
市
街
地
に
お
け
る

 

車
み
ち
整
備
事
業

 
車
が
行
け
な
い
斜
面
市
街
地
の
現
状
を

指
摘
し
、
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
訴
え
て
き

た
が
、
車
み
ち
整
備
事
業
が
始
ま
り
喜
ん
で

い
る
。
当
該
事
業
の
適
地
調
査
の
結
果
に
つ

い
て
お
尋
ね
し
た
い
。

 

平
成
26
年
度
に
は
、
斜
面
市
街
地
に
あ

る
全
て
の
市
道
の
現
地
調
査
を
行
い
、
ま
た
、

地
域
住
民
か
ら
の
要
望
等
を
踏
ま
え
、
車
み

ち
の
整
備
計
画
を
策
定
し
た
。

　
計
画
の
概
要
と
し
て
は
、
整
備
候
補
箇
所

は
、
斜
面
市
街
地
内
の
市
道
22
箇
所
、
整
備

延
長
は
約
３
千
メ
ー
ト
ル
で
、
全
体
事
業
費

は
、
お
よ
そ
10
億
円
程
度
を
見
込
ん
で
い
る
。

ま
た
、
事
業
期
間
は
、
地
域
住
民
の
高
齢
化

等
が
進
む
中
、
早
期
整
備
が
望
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
平
成
27
年
度
か
ら
平
成
30
年
度
ま
で

の
４
年
間
で
、
整
備
を
行
う
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
。

保
育
所
入
所
問
題

 

市
長
は
、
施
政
方
針
の
中
で
、
平
成
27

年
４
月
時
点
で
の
待
機
児
童
ゼ
ロ
を
明
言
し

た
が
、
待
機
児
童
の
解
消
に
向
け
て
は
、
更

に
加
速
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。
市
長
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

 

平
成
27
年
４
月
か
ら
の
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度
」
の
実
施
に
あ
た
り
、
教

育
・
保
育
の
提
供
区
域
ご
と
に
提
供
体
制
の

確
保
の
内
容
を
定
め
る
事
業
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
保
育
の

供
給
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
区
域
に
つ
い

て
は
、
現
在
行
っ
て
い
る
既
存
保
育
所
の
施

設
整
備
や
、
幼
稚
園
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
へ
の
移
行
を
更
に
進
め
る
と
と
も
に
、

保
育
所
等
の
新
設
に
つ
い
て
も
働
き
か
け
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
今
後
と
も
、
状
況
を
見

て
計
画
を
前
倒
し
す
る
な
ど
、
待
機
児
童
の

解
消
に
努
め
、
安
心
で
き
る
子
育
て
環
境
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
。

問答

問

答

問答

一
般
質
問

　
２
月
定
例
会
で
は
、２
月
25
日
か
ら
27
日

ま
で
と
、
３
月
２
日
の
４
日
間
に
わ
た
り
、

16
人
に
よ
る
個
人
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

☞個人質問・・・長崎市議会では、会派持ち時間の範囲内で、事前に質問通告した議員が一般質問を行っています。

▲市民課の窓口業務の一部を業務委託

◀
車
み
ち
整
備
事
業
の
事
例（
西
山
１
丁
目
）

整備前

整備後


